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消費者庁 消費者安全課

生命・身体被害に関する事故情報の
収集・分析・公表・命令等措置について

（消費者安全法及び消費生活用製品安全法上の制度）
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第2条第5項
一 事業者がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のために提供し若しくは利用に供する物品、施設
若しくは工作物又は事業者がその事業として若しくはその事業のために提供する役務の消費者による使用等に伴い生じた事故
であって、消費者の生命又は身体について政令で定める程度の被害が発生したもの（その事故に係る商品等又は役務が消費安
全性を欠くことにより生じたものでないことが明らかであるものを除く。）
二 消費安全性を欠く商品等又は役務の消費者による使用等が行われた事態であって、前号に掲げる事故が発生するおそれが
あるものとして政令で定める要件に該当するもの

第12条
１ 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直
ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項
を通知しなければならない。
２ 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者事故等（重大事故等を除く。）が発生した
旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事
故等に関する状況に照らし、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故
等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、当該消費者事故等が発生
した旨及び当該消費者事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知するものとする。

第13条
１ 内閣総理大臣は、前条第一項又
は第二項の規定による通知により得た
情報その他消費者事故等に関する情報
が消費者安全の確保を図るため有効に
活用されるよう、迅速かつ適確に、当
該情報の集約及び分析を行い、その結
果を取りまとめるものとする。
２ 内閣総理大臣は、前項の規定に
より取りまとめた結果を、関係行政機
関、関係地方公共団体及び国民生活セ
ンターに提供するとともに、消費者委
員会に報告するものとする。
３ 内閣総理大臣は、第一項の規定
により取りまとめた結果を公表しなけ
ればならない。
４ 内閣総理大臣は、国会に対し、
第一項の規定により取りまとめた結果
を報告しなければならない。

第16条 内閣総理大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合その他消
費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図る
ために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生又は拡大の防
止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の
実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。

第17条 内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生し
た場合（当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事
故等の発生（以下「重大消費者被害の発生又は拡大」という。）の防止を図るために実施し得
る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。）において、重大消費者被害の発生又は拡
大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該商品等（当該商品等が消費安全性を欠く
原因となった部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等を含む。以下この項において同
じ。）又は役務を供給し、提供し、又は利用に供する事業者に対し、当該商品等又は役務につ
き、必要な点検、修理、改造、安全な使用方法の表示、役務の提供の方法の改善その他の必要
な措置をとるべき旨を勧告することができる。
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告
に係る措置をとらなかった場合において、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため特
に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ず
ることができる。

第18条 内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生し、かつ、
当該重大事故等による被害が拡大し、又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等
が発生する急迫した危険がある場合（重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施
し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。）において、重大消費者被害の発生又
は拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、六月以内の期間
を定めて、当該商品等（当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法その他の
事項を共通にする商品等を含む。）を事業として又は事業のために譲渡し、引き渡し、又は役
務に使用することを禁止し、又は制限することができる。

消費者庁設置法案等に関する参議院附帯決議
十四、消費者事故についての調査が、更なる消費者被害の発生又は拡大に資するものである
ことにかんがみ、消費者庁に集約された情報の調査分析が機動的に行えるようタスクフォー
スを活用するなど（略）事故原因の究明、再発防止対策の迅速化をはかること。
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消費生活用製品安全法

第2条

５ この法律において「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれかに該当するものであ
つて、消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの（他の法律の規定によつて危害の発生及
び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるものを除く。）をいう。 一 一般消費者の生命又は身体
に対する危害が発生した事故
二 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であつて、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのある
もの
６ この法律において「重大製品事故」とは、製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものと
して、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。

第35条
１ 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行
う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品
について重大製品事故が生じたことを知つたとき
は、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の
内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸
入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報
告しなければならない。

第36条
４ 主務大臣は、第一項の規定による公表につき、
必要があると認めるときは、機構に、消費生活用製
品の安全性に関する技術上の調査を行わせることが
できる。

非重大製
品事故

製造事業者・輸入事業者

報告

NITEMETI通知

第36条
１ 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による報告
を受けた場合その他重大製品事故が生じたことを知
つた場合において、当該重大製品事故に係る消費生
活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する
重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があ
ると認めるときは、同条第四項の規定による通知を
した場合を除き、当該重大製品事故に係る消費生活
用製品の名称及び型式、事故の内容その他当該消費
生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を
公表するものとする。

平成21年9月1日商局第2号
消費生活用製品等による事故等に関する情報提供及び業界におけ
る体制成否の要請について
「製造事業者、輸入事業者、販売事業者、リース事業者、設置工
事事業者、修理事業者、関係団体等は、ＮＩＴＥが定める様式に
基づき、最寄りのＮＩＴＥ本部又は支所へ速やか(目安としては
事故の発生を知った日から１０日以内)に報告していただくよう
お願いします」

NITE

第32条の21 主務大臣は、特定保守製品その他消費生活用製品のう
ち経年劣化により安全上支障が生じ一般消費者の生命又は身体に対
して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品（以下この
節において「特定保守製品等」という。）について、経年劣化に起
因し、又は起因すると疑われる事故に関する情報を収集し、及び分
析し、その結果として得られる劣化しやすい部品及び材料の種類に
関する情報その他の特定保守製品等の経年劣化に関する情報を公表
するものとする。
２ 主務大臣は、前項の規定による公表につき、必要があると認め
るときは、機構に、特定保守製品等の経年劣化に関する技術上の調
査を行わせることができる。

第39条 主務大臣は、消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故
が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害
が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危
害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、
第三十二条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な
措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限度
において、その製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製
造又は輸入に係る当該消費生活用製品の回収を図ることその他当該
消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危
害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命
ずることができる。
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